
所得税・市県民税の所得控除

　障がい者本人や同一生計配偶者・扶養親族に障がい者がいる方は、次の額が所得から

控除されます。

（１）身体障害者手帳３～６級

（２）療育手帳Ｂ

（３）精神障害者保健福祉手帳２～３級

※障がいをお持ちの方で、所得が135万円以下の場合、市県民税は課税されません。

【問い合わせ先】

　＜所得税＞ 　　大曲税務署　TEL:0187-62-2191

　＜市県民税＞ 税務課市民税班　TEL:0187-63-1111　

　　各支所市民サービス課（50ページ）

　４月１日現在で次の表に当てはまる場合は、自動車税または軽自動車税が減免されま

す。障がい者１人につき、普通車または軽自動車いずれか１台に限ります。

　※令和８年２月末時点で国会審議中の「地方税法等の一部を改正する法律案」に基づ

　　く内容です。今後の審議次第では内容に変更が生じる場合がございますのでご了承

ください。

　※タクシー・バス利用券（28ページ）との併用はできません。

●対象となる車両

※障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する方に限る。

・身体障がい者
（18歳未満は同居家族の
　所有も可）
・知的、精神障がい者
（同居家族の所有も可）

同一生計者 障がい者の通学、通院、通所等

常時介護者※
障がい者のみで構成される世帯に属する
障がい者の通学、通院、通所等

自動車税・軽自動車税の減免

所有者（納税義務者） 運転者 使用目的

・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者

障がい者本人 日常生活等

本人
障　害　者

控　除
27万円 26万円同一生計配偶者

・扶養親族

本人

特別障害者
控　除

（１）身体障害者手帳１～２級
（２）療育手帳Ａ
（３）精神障害者保健福祉手帳１級

40万円 30万円

同一生計配偶者
・扶養親族

同
居

75万円 53万円

同
居
以
外

40万円 30万円

１０．税金の控除・減免・公共料金の割引

区分 障がいの程度
控除額

所得税 市県民税

ー 38 ー



●対象者

 ※身体に複数の障がいがある方の場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による

　級別」をそれぞれの障がいの区分の等級とし、いずれか一つでも上記に当てはまる

　場合は減免の対象となります。

●減免申請の手続き期間

（１）減免申請する年度の４月１日午前０時現在で所有している自動車で自動車税の

　　　減免を受ける方

　　・その年度の４月１日から自動車税の納期限までに申請してください。

（２）その年度の４月１日以後に取得する自動車で自動車税がかかる場合に減免を

　　　受ける方

　　・申告を行う際に「自動車税申告書」または「軽自動車税申告書」の提出と同時

　　　に申請してください。

　　　※新車及び中古新規登録のみ該当します。また、減免を受けている自動車の処分

　　　　方法によっては、減免を受けられない場合があります。

（３）軽自動車税で減免を受ける方

・減免申請する年度の５月１日から軽自動車税の納期限までに申請してください。

（毎年申請が必要です。）

療育手帳 Ａ

精神障害者保健福祉手帳 １級

ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能障がい

１級～３級 １級～３級

肝臓機能障がい １級～３級 １級～３級

身
体
障
が
い
者
手
帳

視覚障がい １級～４級 １級～４級

聴覚障がい ２級・３級

移動 １級～６級
移動 １級～３級

(３級の場合、一下肢のみの
運動機能障がいを除く）

心臓・じん臓・呼吸器・小腸 １級・３級
１級・３級

ぼうこう・直腸 １級・３級・４級

乳幼児期以前の非進行性脳
病変による運動機能障がい

上肢 １級・２級 上肢 １級・２級

(一上肢のみの運動機能障がいを除く） (一上肢のみの運動機能障がいを除く）

下肢不自由 １級～６級
１級～３級

体幹不自由 １級～３級、５級

音声機能障がい ３級（喉頭摘出のみ） なし

上肢不自由 １級・２級 １級・２級

２級・３級

平衡機能障がい ３級 ３級

障がいの区分 障がい者本人が運転 家族や常時介護者が運転
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●申請に必要なもの

　①障害者手帳等　②運転する方の運転免許証またはマイナ免許証 ※１　

　③自動車検査証

　④生計を一にする家族の方が運転する場合：生計同一証明書 ※２

　⑤常時介護する方が運転する場合：常時介護証明書 ※２

　⑥（軽自動車税の減免申請時）所有者（納税義務者）のマイナンバーのわかる

もの

　※１　マイナ免許証を使用する場合は、「マイナ免許証読み取りアプリ」など

　　　　から運転免許情報の提示を求める場合があります。

　※２　④⑤の申請先は、市社会福祉課または各支所市民サービス課

●生計同一証明書、常時介護証明書申請に必要なもの

　①障害者手帳等　②運転する方の運転免許証　③自動車検査証

【問い合わせ先】

　＜自動車税＞

　秋田県総合県税事務所課税第四課　TEL:018-860-3339

　＜軽自動車税＞

　税務課市民税班　TEL:0187-63-1111

　各支所市民サービス課（50ページ）

　＜生計同一証明書・常時介護証明書＞

　社会福祉課障がい者支援班　TEL:0187-63-1111

　各支所市民サービス課（50ページ）

ー 40 ー



有料道路通行料の割引

　身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、もしくは身体障害者手帳

又は療育手帳をお持ちの方を乗せて有料道路を通行する場合は、登録した乗用車１台に

限り通常料金の半額になります。

※障がい者１人につき１台が対象。営業車両は該当しません。

●手続き

　①事前に、社会福祉課で身体障害者手帳又は療育手帳に「自動車番号・有効期間」の

　　記載手続きを受けてください。

　②ＥＴＣノンストップ走行で割引を受けるためには、①の手続きに加えて、社会福祉

　　課で発行する「ＥＴＣ利用対象者証明書」を所定の窓口に送付してください。

　　後日、割引適用日が通知されます。

　（適用日以前はＥＴＣノンストップ走行での割引は受けられません。）

●申請に必要なもの

　①身体障害者手帳又は療育手帳　

　②運転免許証（障がい者本人が運転する場合）

　③自動車検査証

　④ＥＴＣカード（本人名義。20歳未満は親権者名義でも可）

　⑤ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書

　※④及び⑤はＥＴＣ利用の場合のみ必要

【問い合わせ先】

　＜申請について＞ 　社会福祉課障がい者支援班　TEL:0187-63-1111

　　　各支所市民サービス課（→48ページ）

　＜制度について＞ 　NEXCO東日本お客さまセンター　TEL:0570-024-024

対象者 対象となる自動車の範囲 割引率

身体障害者手帳を
お持ちの方

身体障がい者本人が運転する乗用自動車等で、障がい者本
人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有する場
合

５割

第１種身体障害者
手帳又は療育手帳
Ａをお持ちの方

介護者が運転し、障がい者が同乗する乗用自動車等で、障が
い者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有
する場合
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交通運賃の割引

（１）ＪＲ運賃　

　身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者福祉手帳をお持ちの方は、以下の

とおり割引が受けられます。

※乗車券の購入時又は改札を通る際には、駅員に手帳を提示してください。手帳を

　持っていないと割引になりませんのでご注意ください。

※ＪＲと私鉄等、他の鉄道会社線をまたがる区間は、１枚で発売できる範囲があら

　かじめ決められています。

※私鉄等の割引はＪＲに準じていますが、各鉄道会社へ直接お問い合わせください。

【問い合わせ先】 　ＪＲ東日本お問い合わせセンター　TEL:050-2016-1600

　　　　　　　　　 （受付時間　8時～21時）

（２）バス運賃

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や介護者の

バス運賃や定期券の金額が割引になります。割引率はバス会社によって違いますの

で、乗車するバス会社へ直接お問い合わせください。

【問い合わせ先】 　各バス会社

（３）タクシー運賃

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を乗車した際に提示する

と、タクシー運賃が１割引になります。

【問い合わせ先】 　各タクシー会社

対象者 割引対象乗車券 割引率 備考

第１種、第２種障がい
者が単独で利用する場
合

普通乗車券 ５割
片道の営業キロが100キロを超
える場合（私鉄等他鉄道会社線
にまたがる場合を含みます。）

第１種障がい者とその
介護者

普通乗車券
回数乗車券
普通急行券

５割

私鉄等他鉄道会社線とまたがる
場合を含みます。ただし、回数
乗車券はＪＲ線区間単独の発売
となります。

第１種障がい者とその
介護者又は12歳未満の
障がい者とその介護者

定期乗車券
（小児定期乗車券
を除きます。）

５割

私鉄等他鉄道会社線とまたがる
場合を含みます。小児定期旅客
運賃については割引を適用しま
せん。
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（４）航空運賃

　満12歳以上で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が

国内線を利用する場合、お持ちの手帳を航空券購入窓口で提示すると、本人及び介護者

１名に対し、割引を受けることができます。割引率は航空会社によって違いますので、

搭乗する航空会社へ直接お問い合わせください。

【問い合わせ先】 　各航空会社

携帯電話基本使用料等の割引

　障がいのある方が携帯電話を利用する際、通話料等の割引や障がい者用料金プランの

利用ができます。

●対象者　　

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

●割引内容　

　ご利用の携帯電話会社にお問い合わせください。

ＮＨＫ放送受信料の免除

　次に該当する場合、ＮＨＫ放送受信料の免除を受けることができます。

・世帯主が視覚、聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの場合

・世帯主が身体障害者手帳１級、２級の場合

・世帯主が知的障がいと判定された場合（療育手帳Ａ）

・世帯主が精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの場合

●申請に必要なもの

　①障害者手帳　②印鑑　③課税（非課税）証明書（大仙市で課税状況が確認できない

　方のみ）

【問い合わせ先】 　ＮＨＫふれあいセンター　TEL:0570-077-077

　社会福祉課障がい者支援班　TEL:0187-63-1111

　各支所市民サービス課（→48ページ）

全　額　免　除
（障がい者が
世帯構成員）

半　額　免　除
（障がい者が
世帯主で

　受信契約者）

・身体、知的又は精神の障害者手帳所持者のいる世帯で、
　世帯構成員全員が市民税非課税の場合
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ＮＴＴ無料番号案内（ふれあい案内）

　下記に該当する電話帳の利用が困難な方に、無料で電話番号を案内します。

 （事前に登録が必要です。）

視覚障がい　１級～６級

肢体不自由　１級及び２級

（上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい）

聴覚障がい　２級、３級、４級、６級

音声・言語・そしゃく機能障がい　３級、４級

【問い合わせ先】 　ふれあい案内事務局　TEL:フリーダイヤル 0120-104174

　                   FAX:フリーダイヤル 0120-104134

精神障害者保健福祉手帳 １級～３級

手帳区分 障がいの程度

身体障害者手帳

療育手帳 Ａ及びＢ
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